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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
手で握ることにより、手のひらのツボを刺激する器具であって、
該器具は、弾性体で一体的に構成され、手のひらと接する背面部と、にぎりやすい湾曲し
た形状の側周部と、５本の指の末節により把持される正面部とを有し、
前記背面部における手のひらと対向する部分には、手のツボを押圧するための複数の突起
部が設けられ、前記正面部には、複数の凸部が形成され且つ該複数の凸部間に溝部が形成
されており、
前記弾性体の硬度は、Ｅ３５ないしＥ６０であり、該硬度は、ＪＩＳ　Ｋ　６２５３に準
拠して、タイプＥデュロメータを使用して測定した硬度を意味し、
前記複数の突起部は、１０ｃｍ2当り５ないし６個の割合で形成され、該突起部の全部又
は一部は、底面の直径が９ないし１１ｍｍで頂角が８０度ないし１００度であり頂点部が
曲面であるか又は曲面でない錐形体であり、
前記溝部における長さは、５ないし７ｃｍであり、幅は、０．５ｃｍないし１．５ｃｍで
あり及び該溝部の底部分における弾性体の厚さは、１．５ｃｍないし２．５ｃｍである
器具。
【請求項２】
前記正面部には、前記凸部として第一凸部及び第二凸部が形成され且つ該第一凸部と該第
二凸部との間に溝部が形成されている請求項１記載の器具。
【請求項３】
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前記第一凸部が突条の凸部であり、前記第二凸部が台地形状の凸部である請求項２記載の
器具。
【請求項４】
前記第二凸部は、前記第一凸部よりも高くなっている請求項３記載の器具。
【請求項５】
手のひらのつぼを刺激するための請求項１ないし４の何れか１項に記載の器具であって、
該器具を５本指で把持して屈曲することにより、手のひらを複数の突起部で押圧するもの
である器具。
                                                                        
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、手のひらのツボを刺激するための及び／又は手の示指、中指及び環指におけ
る爪の先端から第二関節までを屈曲させる筋力を増強するための器具に関するものであり
、詳細には、手のひらで握った際、握り心地が良く、それでいて手のひらのツボの刺激を
効率的に行うことができる器具及び／又は指圧力や握力との中間位に相当する力、具体的
には、手の示指、中指及び環指における爪の先端から第二関節までを屈曲させる力を強化
するための器具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　手のひらのツボを刺激することを意図して、日用品や器具の手で握る部分に複数の突起
物を設けたものが提案されている。
　例えば、特開平０６－２５４１７７号公報（特許文献１）には、鉄アレイの手で持つ部
分に複数の突起物を設けたものが開示され、特開平０８－１１２１２２号公報（特許文献
２）には、傘の握柄の手で握る部分に複数の突起物を設けたものが開示され、特開平０８
－１８２７１６号公報（特許文献３）には、多数の突起を有するマッサージ健康具が開示
され、特開２００１－３３３９５８号公報（特許文献４）には、手のひらにより把握でき
る棒状体表面に複数のつぼ刺激用突起列を固着した、手と足またはその他のつぼ同時刺激
器具が開示されている。
【０００３】
　一方、手の力を鍛える方法としては、握力や指圧力を強化する方法等が知られている。
　握力の強化とは、母指を除く４本の指から手のひらにかけての筋力を強化するものであ
り、握力を強化する方法としては、例えば、ハンドグリッパー等の器具を用いて強化する
ことが一般的に行われている。指圧力の強化とは、指で押す力を強化するものであり、そ
して、指圧力を強化する方法としては、例えば、指立て伏せ等の運動を行うことにより強
化することが一般的に行われている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平０６－２５４１７７号公報
【特許文献２】特開平０８－１１２１２２号公報
【特許文献３】特開平０８－１８２７１６号公報
【特許文献４】特開２００１－３３３９５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１ないし４に示されるように、手のひらのツボを刺激することを意図して、日
用品や器具の手で握る部分に複数の突起物を設けたものが提案されている。
　しかし、上記各文献に記載される突起物の大きさ・形状・硬さは様々であり一貫性は無
く、また、突起物の単位体積当たりの分布割合も様々で一貫性は無いものであった。加え



(3) JP 6563665 B2 2019.8.21

10

20

30

40

50

て、上記各文献に記載される突起物を備えた器具は、その握り心地に関しては十分に配慮
されているといえるものではなかった。
【０００６】
　そのため、本発明の１つの課題は、手のひらで握った際、握り心地が良く且つ効率的に
手のひらのツボを刺激し得る器具を提供することである。
【０００７】
　一方、手の筋力の強化に関連して、例えば、野球の打撃において、優れたバットの握り
方とは、手の四指（示指、中指、環指及び小指）でバットを引っかけ、母指は軽く添えて
おくだけの握り方であり、そうすることで、手首を軟らかく且つ強く使うことができるこ
とが知られているが、このように、手の四指（示指、中指、環指及び小指）でバットを引
っかけるだけでバットを保持するためには、示指、中指及び環指の３本の指における爪の
先端から第二関節までを屈曲させる力を強化させておくことが重要であろうことが理解で
きる。
【０００８】
　しかし、上記のような優れたバットの握り方を身につけるために指圧力を強化しても、
それだけでバットを握ることはできないし、また、握力を強化して握力でバットを保持し
ようとすると今度は手に力が入り過ぎ、手首を軟らかく使うことができなくなるため、上
記のような優れたバットの握り方を身につけることが困難となり、結果として優れたバッ
トの握り方を習得する上で逆に妨げとなりかねないものである。
【０００９】
　上記のような優れたバットの握り方、即ち、手の四指（示指、中指、環指及び小指）で
バットを引っかけ、母指は軽く添えておくだけの握り方は、ゴルフのクラブにおける優れ
た握り方や剣道における竹刀の優れた握り方またテニスやバドミントンにおけるラケット
の優れた握り方並びに他のスポーツや競技における優れた手の使い方とも共通するもので
あり、従って、手の示指、中指及び環指における爪の先端から第二関節までを屈曲させる
力を強化できれば、上記のような多数のスポーツや競技において優れた結果を達成するこ
とが可能となるだろうことが期待されるものである。
　しかしながら、手の示指、中指及び環指における爪の先端から第二関節までを屈曲させ
る力を有効に強化できる器具の提案は、本発明者が知る限り、未だなされていない。
【００１０】
　そのため、本発明の更なる課題は、手の示指、中指及び環指における爪の先端から第二
関節までを屈曲させる筋力を増強する器具を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者は、上記課題を解決するために鋭意検討を行った結果、
　手のひらのツボを刺激するための器具として、手のひらと接する背面部と、にぎりやす
い湾曲した形状の側周部と、５本の指の末節により把持される正面部とを有するものを弾
性体で一体的に構成し、前記背面部における手のひらと対向する部分には、手のツボを押
圧するための複数の突起部を設け、前記正面部には、複数の凸部を形成し且つ該複数の凸
部間に溝部を形成し、その際、前記弾性体の硬度を、Ｅ３５ないしＥ６０とし、前記複数
の突起部を、１０ｃｍ2当り５ないし６個の割合で形成し、該突起部の全部又は一部を、
底面の直径が９ないし１１ｍｍで頂角が８０度ないし１００度であり頂点部が曲面であっ
てもよい錐形体にし、前記溝部における長さを５ないし７ｃｍ、幅を０．５ｃｍないし１
．５ｃｍとし及び該溝部の底部分における弾性体の厚さを１．５ｃｍないし２．５ｃｍと
すると、得られた器具は、握り心地が良く且つ効率的に手のひらのツボを刺激し得る器具
となることを見出し、また、手の示指、中指及び環指における爪の先端から第二関節まで
を屈曲させる筋力を増強する器具として、手の示指、中指及び環指の基節全体とこれらの
基節から手のひらの少なくとも中央部までに亘る範囲を占める大きさの器具を弾性体で一
体成形し、その際、手の示指、中指及び環指の基節から手のひらの少なくとも中央部まで
に亘る部位又はその部位の大部分と対向する平坦な面と、該器具を手の５本指で把持した
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際、手の示指、中指及び環指の末節が接触する第一凸部と、母指及び小指の末節が接触す
る部位に形成された第二凸部と、該第一凸部及び該第二凸部との間に設けられた溝部とを
有するものとすると、手の示指、中指及び環指の第一関節及び第二関節の双方の屈曲姿勢
において、これらの指の基節と末節の間に前記弾性体が挟み込まれ、それにより効率的に
手の示指、中指及び環指における爪の先端から第二関節までを屈曲させる筋力を増強でき
ることも見出し、本発明を完成させた。
【００１２】
　即ち、本発明は、
［１］手で握ることにより、手のひらのツボを刺激する器具であって、
該器具は、弾性体で一体的に構成され、手のひらと接する背面部と、にぎりやすい湾曲し
た形状の側周部と、５本の指の末節により把持される正面部とを有し、
前記背面部における手のひらと対向する部分には、手のツボを押圧するための複数の突起
部が設けられ、前記正面部には、複数の凸部が形成され且つ該複数の凸部間に溝部が形成
されており、
前記弾性体の硬度は、Ｅ３５ないしＥ６０であり、
前記複数の突起部は、１０ｃｍ2当り５ないし６個の割合で形成され、該突起部の全部又
は一部は、底面の直径が９ないし１１ｍｍで頂角が８０度ないし１００度であり頂点部が
曲面であってもよい錐形体であり、
前記溝部における長さは、５ないし７ｃｍであり、幅は、０．５ｃｍないし１．５ｃｍで
あり及び該溝部の底部分における弾性体の厚さは、１．５ｃｍないし２．５ｃｍである
器具、
［２］前記正面部には、前記凸部として第一凸部及び第二凸部が形成され且つ該第一凸部
と該第二凸部との間に溝部が形成されている前記［１］記載の器具、
［３］前記第一凸部が突条の凸部であり、前記第二凸部が台地形状の凸部である前記［２
］記載の器具、
［４］前記第二凸部は、前記第一凸部よりも高くなっている前記［３］記載の器具、
［５］手のひらのつぼを刺激する方法であって、前記［１］ないし［４］の何れか１つに
記載の器具を５本指で把持して屈曲することにより、手のひらを複数の突起部で押圧する
方法、
［６］手の示指、中指及び環指における爪の先端から第二関節までを屈曲させる筋力を増
強する器具であって、
手の示指、中指及び環指の基節全体とこれらの基節から手のひらの少なくとも中央部まで
に亘る範囲を占める大きさを有する一体成形された弾性体からなり、手の示指、中指及び
環指の基節から手のひらの少なくとも中央部までに亘る部位又はその部位の大部分と対向
する平坦な面と、該器具を手の５本指で把持した際、手の示指、中指及び環指の末節が接
触する部位に形成された第一凸部と、母指及び小指の末節が接触する部位に形成された第
二凸部と、該第一凸部及び該第二凸部との間に設けられた溝部とを有し
手の示指、中指及び環指の第一関節及び第二関節の双方の屈曲姿勢において、前記弾性体
がこれらの指の基節と末節の間に挟み込まれる器具、
［７］前記屈曲姿勢の際、該器具の手のひらの少なくとも中央部と対向する部位は、手の
ひらの手首寄りの部位の形状に適合するように湾曲した形状を有する前記［６］記載の器
具、
［８］前記第二凸部は、前記第一凸部よりも高くなっている前記［６］又は［７］記載の
器具、
［９］前記弾性体の硬度は、Ｅ５０ないしＥ６０である前記［６］ないし［８］の何れか
１つに記載の器具、
［１０］前記手のひらの少なくとも中央部と対向する平坦な面の表面に複数の突起部を有
する前記［６］ないし［９］の何れか１つに記載の器具、
［１１］前記突起部は、１０ｃｍ2当り５ないし６個の割合で形成され、該突起部の全部
又は一部は、底面の直径が９ないし１１ｍｍで頂角が８０度ないし１００度であり頂点部
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が曲面であってもよい錐形体である前記［１０］記載の器具、
［１２］手の示指、中指及び環指における爪の先端から第二関節までを屈曲させる筋力を
増強する方法であって、前記［６］ないし［９］の何れか１つに記載の器具を手の５本指
で把持して手の示指、中指及び環指の第一及び第二関節を屈曲し、これら３本の指の末節
で前記器具の弾性体部を前記３本の指の基節に向けて押圧することを含む方法、
［１３］手の示指、中指及び環指における爪の先端から第二関節までを屈曲させる筋力を
増強するのと同時に、手のひらのつぼを刺激する方法であって、前記［１０］又は［１１
］に記載の器具を５本指で把持して手の示指、中指及び環指の第一及び第二関節を屈曲し
、これら３本の指の末節で前記器具の弾性体部を前記３本の指の基節に向けて押圧し、そ
の際同時に手のひらが複数の突起部で押圧されることを含む方法、
に関するものである。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明により、手のひらで握った際、握り心地が良く且つ効率的に手のひらのツボを刺
激し得る器具が提供される。
　上記のような手のひらのつぼの刺激により、末梢神経が刺激されて、脳神経の活動を活
発にする効果が期待できる。
　本発明の器具は、手のひらに収めることができるようなコンパクトなサイズであるため
携帯して持ち運びするのに便利であり、そのため、どこででも手のひらのツボを刺激する
ことができる。また、本発明の器具は、基本的に左右対称の形状を有するものであるため
、左右共用できるものである。
【００１４】
　また、本発明により、手の示指、中指及び環指における爪の先端から第二関節までを屈
曲させる筋力を効率よく増強する器具が提供される。
　本発明の器具は、野球、ゴルフ、剣道、テニス、バドミントンを始めとして、ハンドボ
ール、バレーボール、バスケットボール、ラグビー、水球、空手、体操、弓道、ボクシン
グ等の多数のスポーツ及び競技において、有用なトレーニング器具となり得るものである
。
【００１５】
　本発明の器具は、手のひらに収めることができるようなコンパクトなサイズであるため
携帯して持ち運びするのに便利であり、そのため、どこででも手の示指、中指及び環指に
おける爪の先端から第二関節までを屈曲させる力を強化することができる。また、本発明
の器具は、基本的に左右対称の形状を有するものであるため、左右共用できるものである
。
【００１６】
　本発明の器具において、手のひらの少なくとも中央部と対向する平坦な面の表面に複数
の突起部を有するものは、手の示指、中指及び環指の第一及び第二関節を屈曲し、これら
３本の指の末節で前記器具の弾性体部を前記３本の指の基節に向けて押圧することで、手
の示指、中指及び環指における爪の先端から第二関節までを屈曲させる筋力を増強するの
と同時に、手のひらのつぼを効率的に刺激することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の器具１ａの概略図であり、（Ａ）は該器具の斜視図を示し、（Ｂ）は該
器具を背面側から見た図を示し、（Ｃ）は該器具の側面図を示す。
【図２】本発明の器具１ｂの概略図であり、（Ａ）は該器具の斜視図を示し、（Ｂ）は該
器具を平坦な面側から見た図を示し、（Ｃ）は該器具の側面図を示す。
【図３】本発明の器具１ａを指で把持する態様を示す図であり、（Ａ）は、器具１ａの溝
部に手の母指を掛けて把持する態様を手の平側から見た図であり、（Ｂ）は、器具１ａの
溝部に手の小指を掛けて把持する態様を手の平側から見た図である。
【図４】本発明の器具１ａを指で把持する態様を示す図であり、（Ａ）は、器具１ａの溝
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部に手の示指を掛けて把持する態様を手の平側から見た図であり、（Ｂ）は、器具１ａの
溝部に手の環指を掛けて把持する態様を手の平側から見た図である。
【図５】本発明の器具１ｂを指で把持する態様を示す図であり、（Ａ）は、本発明の器具
１ｂを手に載せた状態を手の平側から見た図であり、（Ｂ）は、本発明の器具１ｂを指で
把持した状態を手の平側から見た図である。
【図６】本発明の器具１ｂの使用法を示す説明図であり、（Ａ）は押圧前の状態を示し、
（Ｂ）は押圧後の状態を示す。
【図７】本発明の器具１ｃの概略図であり、（Ａ）は該器具の斜視図を示し、（Ｂ）は該
器具を平坦な面側から見た図を示し、（Ｃ）は該器具の側面図を示す。
【図８】本発明の器具１ｄの概略図であり、（Ａ）は該器具の斜視図を示し、（Ｂ）は該
器具を平坦な面側から見た図を示し、（Ｃ）は該器具の側面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　更に詳細に本発明を説明する。
　本発明の、手で握ることにより、手のひらのツボを刺激する器具は、
弾性体で一体的に構成され、手のひらと接する背面部と、にぎりやすい湾曲した形状の側
周部と、５本の指の末節により把持される正面部とを有し、
前記背面部における手のひらと対向する部分には、手のツボを押圧するための複数の突起
部が設けられ、前記正面部には、複数の凸部が形成され且つ該複数の凸部間に溝部が形成
されており、
前記弾性体の硬度は、Ｅ３５ないしＥ６０であり、
前記複数の突起部は、１０ｃｍ2当り５ないし６個の割合で形成され、該突起部の全部又
は一部は、底面の直径が９ないし１１ｍｍで頂角が８０度ないし１００度であり頂点部が
曲面であってもよい錐形体であり、
前記溝部における長さは、５ないし７ｃｍであり、幅は、０．５ｃｍないし１．５ｃｍで
あり及び該溝部の底部分における弾性体の厚さは、１．５ｃｍないし２．５ｃｍであるこ
とを特徴とする（以降、器具１ａと記載する。）。
【００１９】
　本発明の器具１ａは、弾性体で一体的に構成され、その硬度は、Ｅ３５ないしＥ６０の
範囲となる。
　上記の硬度は、ＪＩＳ　Ｋ　６２５３に準拠して、タイプＥデュロメータを使用して測
定した硬度を意味する。
　弾性体としては、上記の硬度の範囲のものとなる弾性体であれば特に限定されるもので
はないが、発泡ポリウレタン、発泡ゴム、軟質ゴム、スポンジ等が挙げられ、発泡ポリウ
レタンが好ましい。
　本発明の器具１ａを、手のひらのツボを刺激する器具として使用する場合、その好まし
い硬度は、使用者によって異なる。
　例えば、使用者が比較的筋力の弱い子供や女性である場合、Ｅ３５ないしＥ４５程度の
硬度が好ましく、使用者が通常の筋力を有する青年や成人男性である場合、Ｅ４０ないし
Ｅ５０程度の硬度が好ましく、使用者が比較的筋力が強いアスリート等である場合、Ｅ５
０ないしＥ６０程度の硬度が好ましい。
　一方、本発明の器具１ａを、手の示指、中指及び環指における爪の先端から第二関節ま
でを屈曲させる筋力を増強する器具として使用する場合、どのような使用者が使用するか
に係わらず、Ｅ５０ないしＥ６０の範囲の硬度とするのが好ましい。
【００２０】
　本発明の器具１ａは、手のひらと接する背面部と、にぎりやすい湾曲した形状の側周部
と、５本の指の末節により把持される正面部とを有し、前記背面部における手のひらと対
向する部分には、手のツボを押圧するための複数の突起部が設けられ、前記正面部には、
台地形状又は突条の複数の凸部が形成され且つ該複数の凸部間に溝部が形成されている。
【００２１】
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　本発明の器具１ａの幅は、手の示指、中指及び環指の幅の合計とほぼ同等の幅とするの
が好ましく、通常、５ないし７ｃｍ程度あり、好ましくは、５．５ないし６．５ｃｍであ
り、長さは、手の示指、中指及び環指の第二関節から手のひらの中央部付近までの長さに
相当し、通常、７ないし９ｃｍ程度あり、好ましくは、７．５ないし８．５ｃｍである。
　本発明の器具１ａにおける手のひらの少なくとも中央部と対向する部位は、手のひらの
手首寄りの部位の形状に適合するように湾曲した形状を有するものが好ましく、特に、母
指球上を覆わないような形状としておくのが好ましく、特に卵の先端部に近い形状とする
のが好ましい。
【００２２】
　前記複数の突起部は、１０ｃｍ2当り５ないし６個の割合で配置され、該突起部の全部
又は一部は、底面の直径が９ないし１１ｍｍで頂角が８０度ないし１００度であり頂点部
が曲面であってもよい錐形体となる。
　錐形体としては、直円錐が好ましく、頂点が完全に尖っていない少し丸みを帯びた曲線
であるのが好ましい。
　前記溝部の長さは、実質的に器具１ａの幅と同じとなり、そのため、溝部の長さは、通
常、５ないし７ｃｍ程度あり、好ましくは、５．５ないし６．５ｃｍとなり、溝部の幅は
、通常、０．５ｃｍないし１．５ｃｍ程度であり、好ましくは、０．７ないし１．３ｃｍ
であり、溝部の底部分における弾性体の厚さは、１．５ｃｍないし２．５ｃｍであり、好
ましくは、１．７ないし２．３ｃｍである。
　前記正面部の凸部として、第一凸部と第二凸部の二つの凸部が形成され且つ該第一凸部
と該第二凸部との間に溝部が形成されている器具が好ましい。
　また、前記第一凸部が突条の凸部であり、前記第二凸部が台地形状の凸部である器具が
好ましい。
　突条である第一凸部の長さは、実質的に該器具の幅、即ち、通常、５ないし７ｃｍ程度
あり、好ましくは、５．５ないし６．５ｃｍであり、第一凸部の幅は、手の示指、中指及
び環指の末節を載せ得る長さであり、通常、０．５ｃｍないし１．５ｃｍ程度であり、好
ましくは、０．８ないし１．２ｃｍである。
　第一凸部における弾性体の厚さは、２ｃｍないし３ｃｍであり、好ましくは、２．２な
いし２．８ｃｍである。
　台地形状である第二凸部の長さも、実質的に該器具の幅、即ち、通常、５ないし７ｃｍ
程度あり、好ましくは、５．５ないし６．５ｃｍであり、第二凸部の幅は、本発明の器具
の長さから、第一凸部の幅と溝部の幅を差し引いた長さであり、通常、５ｃｍないし７ｃ
ｍ程度であり、好ましくは、５．５ないし６．５ｃｍである。
　第二凸部における弾性体の厚さは、２．５ｃｍないし３．５ｃｍであり、好ましくは、
２．７ないし３．３ｃｍである。
　第二凸部は、第一凸部よりも高くなっているのが好ましい。
【００２３】
　本発明の器具１ａの具体的な態様の１例は、図１で説明される。
　即ち、器具１ａは、一体成形された弾性体からなり、手のひらと接する背面部２と、に
ぎりやすい湾曲した形状の側周部３と、５本の指の末節により把持される正面部４とを有
し、前記背面部２における手のひらと対向する部分には、手のツボを押圧するための複数
の突起部８が設けられ、前記正面部には、突条の第一凸部５、台地形状の第二凸部６及び
該２つの凸部間に溝部７が形成されている。
【００２４】
　本発明はまた、手のひらのつぼを刺激する方法であって、前記の器具１ａを５本指で把
持して屈曲することにより、手のひらを複数の突起部で押圧する方法にも関する。
　手のひらのつぼが刺激される限りにおいて、前記の器具１ａの握り方は特に限定される
ものではないが、強く握った際にも手の中の器具１ａがずれ難いという点で、手の指の何
れかを器具１ａの溝部に掛けて握るのが好ましい。
【００２５】
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　図３及び図４に、器具１ａを指で把持する態様を示した。
　図３（Ａ）に、器具１ａの溝部７に手の母指を掛けて把持する態様を示し、図３（Ｂ）
に、器具１ａの溝部７に手の小指を掛けて把持する態様を示し、図４（Ａ）に、器具１ａ
の溝部７に手の示指を掛けて把持する態様を示し、図４（Ｂ）に、器具１ａの溝部７に手
の環指を掛けて把持する態様を示した。
　本発明の器具は、例えば、図３及び図４に示されるような態様に従って５本指で把持し
て屈曲することで、握り心地が良く且つ効率的に手のひらのツボが刺激されるという優れ
た効果を示し得る。
【００２６】
　手で握ることにより、手のひらのツボを刺激する器具の別の態様として、次の器具（以
降、器具１ｄと記載する。）が挙げられる。
　該器具は、弾性体で一体的に構成され、手のひらと接する背面部と、にぎりやすい湾曲
した形状の側周部と、５本の指の末節により把持される正面部とを有し、
前記背面部は手のひらの面に倣う曲面であり、該曲面の手のひらと対向する部分には、手
のツボを押圧するための複数の突起部が設けられ、前記正面部には、該器具を手の５本指
で把持した際、手の示指、中指及び環指の末節が接触する３つの部位にそれぞれ形成され
た内凸部、中凸部及び外凸部と、母指及び小指の末節が接触する部位に形成された下凸部
とが形成され、内凸部、中凸部及び外凸部は各々離れて存在し、
前記弾性体の硬度は、Ｅ３５ないしＥ６０である器具であり、そして好ましくは硬度Ｅ４
０ないしＥ５０である器具であり、
前記複数の突起部は、直径２ｍｍないし３ｍｍで、長さ１ｍｍないし２ｍｍの突起が、前
記背面部に接する手のひらの中心を中心とする直径４ｃｍの円内に３５ないし４５個形成
されたものであり、
前記内凸部、中凸部及び外凸部は、これらの凸部が形成されていない前記正面部の基面か
らの高さが、それぞれ５ｍｍないし１．２ｃｍであり、前記下凸部は、該下凸部が形成さ
れていない前記正面部の基面からの高さが、１．５ないし２．５ｃｍであり、前記内凸部
、中凸部、外凸部及び下凸部を取り除いた該器具の厚さは、最も薄くなる部分で０．８な
いし１．５ｃｍ、最も厚くなる部分で２．０ないし３．０ｃｍである。
【００２７】
　本発明の器具１ｄは、弾性体で一体的に構成され、その硬度は、Ｅ３５ないしＥ６０の
範囲となる。
　上記の硬度は、ＪＩＳ　Ｋ　６２５３に準拠して、タイプＥデュロメータを使用して測
定した硬度を意味する。
　弾性体としては、上記の硬度の範囲のものとなる弾性体であれば特に限定されるもので
はないが、発泡ポリウレタン、発泡ゴム、軟質ゴム、スポンジ等が挙げられ、発泡ポリウ
レタンが好ましい。
　本発明の器具１ｄを、手のひらのツボを刺激する器具として使用する場合、その好まし
い硬度は、使用者によって異なる。
　例えば、使用者が比較的筋力の弱い子供や女性である場合、Ｅ３５ないしＥ４５程度の
硬度が好ましく、使用者が通常の筋力を有する青年や成人男性である場合、Ｅ４０ないし
Ｅ５０程度の硬度が好ましく、使用者が比較的筋力が強いアスリート等である場合、Ｅ５
０ないしＥ６０程度の硬度が好ましい。
【００２８】
　本発明の器具１ｄの幅は、手の示指、中指及び環指の幅の合計よりも多少広い幅とする
のが好ましく、通常、５ないし９ｃｍ程度あり、好ましくは、６ないし８ｃｍであり、長
さは、手の示指、中指及び環指の第二関節から手のひらの中央部付近までの長さに相当し
、通常、６ないし１０ｃｍ程度あり、好ましくは、７ないし９ｃｍである。
【００２９】
　本発明の器具１ｄの厚さ、即ち、器具１ｄにおいて、内凸部、中凸部、外凸部及び下凸
部を取り除いた厚さは、最も薄くなる部分で０．８ないし１．５ｃｍ、好ましくは、１．
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０ないし１．３ｃｍであり、最も厚くなる部分で２．０ないし３．０ｃｍ、好ましくは、
２．３ないし２．８ｃｍである。
　内凸部、中凸部及び外凸部の形状は同一であっても異なっていてもよいが、同一である
のが好ましい。また、該３つの凸部の大きさ及び高さも同一であっても異なっていてもよ
いが、同一であるのが好ましい。
　上記３つの凸部の形状としては、ドーム状であるのが好ましく、その直径は、８ｍｍな
いし２．０ｃｍであるのが好ましく、これらの凸部が形成されていない前記正面部の基面
からの高さは、５ｍｍないし１．２ｃｍであるのが好ましい。
【００３０】
　本発明の器具１ｄにおける下凸部は、該器具の下半分の全体に亘るなだらかに隆起した
ドーム状の形状を有する。
　下凸部は、最も高くなった部位で、該下凸部が形成されていない前記正面部の基面から
の高さは１．５ないし２．５ｃｍとなる。
　下凸部は、内凸部、中凸部及び外凸部よりも高くなっているのが好ましい。
【００３１】
　前記複数の突起部は、直径２ｍｍないし３ｍｍで、長さ１ｍｍないし２ｍｍの突起が、
手のひらの中心を中心とする直径４ｃｍの円内に３５ないし４５個形成されたものである
。
　前記複数の突起部は、本発明の器具１ｄを一体成形する際に形成される。
　前記複数の突起部における突起は、手のひらのつぼを刺激できるものであれば、特に限
定されず、手のひらのつぼを刺激できる範囲において、手のひらに接触する面の表面上に
均一に又は不均一に存在することができ、また、その突起が存在する密度も特に限定され
るものではない。
【００３２】
　好ましい態様としては、手のひらの中心部で突起の存在密度が高くなるものが挙げられ
る。
　また、手のひらの中心から同心円状に突起を形成する態様が挙げられ、具体的には、手
のひらの中心に１つの突起を形成し、該突起を取り囲むように８個の突起を均等に且つ円
形に配置し、該８個の突起を取り囲むように１６個の突起を均等に且つ円形に配置し、更
に、該１６個の突起を取り囲むように１６個の突起を均等に且つ円形に配置する態様等が
挙げられる。
　複数の突起部における１つの突起の大きさ（径、長さ）は、径としては、２ｍｍないし
３ｍｍが挙げられ、長さとしては、１ｍｍないし２ｍｍが挙げられる。
【００３３】
　本発明はまた、手のひらのつぼを刺激する方法であって、前記の器具１ｄを５本指で把
持して屈曲することにより、手のひらを複数の突起部で押圧する方法にも関する。
　手のひらのつぼが刺激される限りにおいて、前記の器具１ｄの握り方は特に限定される
ものではないが、強く握った際にも手の中の器具１ｄがずれ難いという点で、手の指の何
れかを器具１ｄの正面部に形成された凹凸（内凸部、中凸部、外凸部及び下凸部とそれ以
外の部分により形成される凹凸）に掛けて握るのが好ましい。
　指で把持する態様としては、図３及び図４において把持される器具１ａの代わりに器具
１ｄを用い、該器具１ｄを、図３（Ａ）、図３（Ｂ）、図４（Ａ）及び図４（Ｂ）で示さ
れるのと同様の方向から把持する態様を挙げることができる。
　器具１ｄは、上記で示されるような態様に従って５本指で把持して屈曲することで、握
り心地が良く且つ効率的に手のひらのツボが刺激されるという優れた効果を示し得る。
【００３４】
　また、本発明は、手の示指、中指及び環指における爪の先端から第二関節までを屈曲さ
せる筋力を増強する器具であって、
手の示指、中指及び環指の基節全体とこれらの基節から手のひらの少なくとも中央部まで
に亘る範囲を占める大きさを有する一体成形された弾性体からなり、手の示指、中指及び
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環指の基節から手のひらの少なくとも中央部までに亘る部位又はその部位の大部分と対向
する平坦な面と、該器具を手の５本指で把持した際、手の示指、中指及び環指の末節が接
触する部位に形成された第一凸部と、母指及び小指の末節が接触する部位に形成された第
二凸部と、該第一凸部及び該第二凸部との間に設けられた溝部とを有し
手の示指、中指及び環指の第一関節及び第二関節の双方の屈曲姿勢において、前記弾性体
がこれらの指の基節と末節の間に挟み込まれる器具（以降、器具１ｂと記載する。）にも
関する。
【００３５】
　本発明の筋力を増強する器具１ｂは、手の示指、中指及び環指の基節全体とこれらの基
節から手のひらの少なくとも中央部までに亘る範囲を占める大きさを有する一体成形され
た弾性体からなる。
　弾性体としては、特に限定されないが、発泡ポリウレタン、発泡ゴム、軟質ゴム、スポ
ンジ等が挙げられ、好ましくは、発泡ポリウレタンが挙げられる。
【００３６】
　本発明の筋力を増強する器具１ｂは、手の示指、中指及び環指の基節から手のひらの少
なくとも中央部までに亘る部位又はその部位の大部分と対向する平坦な面と、該器具１ｂ
を手の５本指で把持した際、手の示指、中指及び環指の末節が接触する部位に形成された
第一凸部と、母指及び小指の末節が接触する部位に形成された第二凸部と、該第一凸部及
び該第二凸部との間に設けられた溝部とを有する。
【００３７】
　本発明の筋力を増強する器具１ｂの幅は、手の示指、中指及び環指の幅の合計とほぼ同
等の幅とするのが好ましく、通常、５ないし７ｃｍ程度あり、好ましくは、５．５ないし
６．５ｃｍであり、長さは、手の示指、中指及び環指の第二関節から手のひらの中央部付
近までの長さに相当し、通常、７ないし９ｃｍ程度あり、好ましくは、７．５ないし８．
５ｃｍである。
【００３８】
　本発明の筋力を増強する器具１ｂは、手の示指、中指及び環指の基節から手のひらの少
なくとも中央部までに亘る部位又はその部位の大部分と対向する表面は平坦な面となるが
、該平坦な面における、手の示指、中指及び環指の基節に接する部位の形状は、手の示指
、中指及び環指の３本の指の３つの第二関節により形成される形状に適合するようにほぼ
直線状で且つ中心部が少し盛り上がった形状となる。
　上記のように、上記平坦な面は、手の示指、中指及び環指の基節を覆うものであり、結
果として、手の示指、中指及び環指の第三関節は動かないように固定されることになる。
　上記平坦な面の、手のひらの中央部付近に接する形状は、手のひらの形状に合うように
湾曲しているものが好ましく、特に、母指球上を覆わないような形状としておくのが好ま
しく、特に卵の先端部に近い形状とするのが好ましい。
【００３９】
　第一凸部の長さは、実質的に器具１ｂの幅、即ち、通常、５ないし７ｃｍ程度あり、好
ましくは、５．５ないし６．５ｃｍであり、第一凸部の幅は、手の示指、中指及び環指の
末節を載せ得る長さであり、通常、０．５ｃｍないし１．５ｃｍ程度であり、好ましくは
、０．８ないし１．２ｃｍである。
　第一凸部における弾性体の厚さは、２ｃｍないし３ｃｍであり、好ましくは、２．２な
いし２．８ｃｍである。
　第二凸部の長さも、実質的に器具１ｂの幅、即ち、通常、５ないし７ｃｍ程度あり、好
ましくは、５．５ないし６．５ｃｍであり、第二凸部の幅は、本発明の器具の長さから、
第一凸部の幅と溝部の幅を差し引いた長さであり、通常、５ｃｍないし７ｃｍ程度であり
、好ましくは、５．５ないし６．５ｃｍである。
　第二凸部における弾性体の厚さは、２．５ｃｍないし３．５ｃｍであり、好ましくは、
２．７ないし３．３ｃｍである。
　溝部の長さも、実質的に器具１ｂの幅と同じとなり、溝部の幅は、第一凸部及び第二凸
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部との間の幅であり、通常、０．５ｃｍないし１．５ｃｍ程度であり、好ましくは、０．
７ないし１．３ｃｍである。
　溝部における弾性体の厚さは、１．５ｃｍないし２．５ｃｍであり、好ましくは、１．
７ないし２．３ｃｍである。
　第二凸部は、第一凸部よりも高くなっているのが好ましい。
【００４０】
　本発明の器具１ｂは、弾性体で一体的に構成され、その硬度は、Ｅ５０ないしＥ６０の
範囲とするのが好ましい。
【００４１】
　本発明の筋力を増強する器具１ｂの具体的な態様の１例は、図２で説明される。
　即ち、器具１ｂは、一体成形された弾性体からなり、手の示指、中指及び環指の基節か
ら手のひらの少なくとも中央部までに亘る部位又はその部位の大部分と対向する平坦な面
９と、該器具を手の５本指で把持した際、手の示指、中指及び環指の末節が接触する部位
に形成された第一凸部１２と、母指及び小指の末節が接触する部位に形成された第二凸部
１３と、該第一凸部及び該第二凸部との間に設けられた溝部１４とを有する。
　また、該器具の手のひらの少なくとも中央部と対向する部位１０は、手のひらの手首寄
りの部位の形状に適合するように湾曲した形状であり、卵の先端部のように湾曲している
。
【００４２】
　本発明はまた、手の示指、中指及び環指における爪の先端から第二関節までを屈曲させ
る筋力を増強する方法であって、前述の本発明の器具１ｂを手の５本指で把持して手の示
指、中指及び環指の第一及び第二関節を屈曲し、これら３本の指の末節で前記器具の弾性
体部を前記３本の指の基節に向けて押圧することを含む方法にも関する。
　尚、上記の方法において、手の示指、中指及び環指の第三関節は屈曲しない。
【００４３】
　上述の筋力を増強する器具１ｂを用いる方法に付いては、図５を用いて説明することが
できる。
　即ち、先ず、図５の（Ａ）に示されるように、器具１ｂの手のひらと対向する平坦な面
９が設けられた面を手のひらに載せて、器具１ｂを、手の示指、中指及び環指の基節全体
と手のひらの中央部を覆う位置に移動させ、次に、図５の（Ｂ）に示されるように、母指
と小指の末節を第二凸部１３上に載せて器具が動かないように固定し及び手の示指、中指
及び環指の末節を第一凸部１２上に載せ、手の示指、中指及び環指の第一及び第二関節を
屈曲して、これら３本の指の末節で第一凸部１２を前記３本の指の基節方向に押圧する。
【００４４】
　本発明の筋力を増強する器具１ｂを用いて押圧する際の使用法は、図６で説明される。
　即ち、押圧前の状態を示す（Ａ）において、指の末節１５は、器具１ｂの第一凸部１２
上に軽く載せられた状態となる。
　押圧後の状態を示す（Ｂ）において、指の末節１５は、器具１ｂの第一凸部１２を指の
基節１８の方向に押圧するが、この際、指の基節１８及び指の第三関節１９は、器具１ｂ
の手のひらと対向する平坦な面９の存在により、その屈曲が妨げられて固定される。
　上記のように、本発明の筋力を増強する器具１ｂは、該器具の手のひらと対向する平坦
な面９により手の示指、中指及び環指の基節１８全体が覆われるため、手の示指、中指及
び環指は、第三関節１９における屈曲が妨げられることになる。
【００４５】
　本発明の筋力を増強する器具はまた、手のひらの少なくとも中央部と対向する平坦な面
の表面に複数の突起部を有する態様も含む（以降、器具１ｃと記載する。）。
　上記複数の突起部は、本発明の器具１ｃを一体成形する際に形成される。
　上記複数の突起部における突起は、手のひらのつぼを刺激できるものであれば、特に限
定されず、手のひらのつぼを刺激できる範囲において、手のひらに接触する面の表面上に
均一に又は不均一に存在することができ、また、その突起が存在する密度も特に限定され
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るものではない。
　前記複数の突起部は、１０ｃｍ2当り５ないし６個の割合で形成されるのが好ましい。
　また、好ましくは、突起部の全部又は一部は、底面の直径が９ないし１１ｍｍで頂角が
８０度ないし１００度であり頂点部が曲面であってもよい錐形体である。
　錐形体としては、直円錐が好ましく、頂点が完全に尖っていない少し丸みを帯びた曲線
であるのが好ましい。
　尚、複数の突起部以外の他の詳細な構成は、上述の筋力を増強する器具と同様のものを
採用することができる。
【００４６】
　上記器具１ｃの具体的な態様の１例は、図７で説明される。
　即ち、器具１ｃは、一体成形された弾性体からなり、手の示指、中指及び環指の基節か
ら手のひらの少なくとも中央部までに亘る部位又はその部位の大部分と対向する平坦な面
２０と、該器具を手の５本指で把持した際、手の示指、中指及び環指の末節が接触する部
位に形成された第一凸部２２と、母指及び小指の末節が接触する部位に形成された第二凸
部２３と、該第一凸部及び該第二凸部との間に設けられた溝部２４とを有し、手のひらの
少なくとも中央部と対向する平坦な面２０の表面に複数の突起部２５を有する。
　また、器具１ｃの手のひらの少なくとも中央部と対向する部位２１は、手のひらの手首
寄りの部位の形状に適合するように湾曲した形状であり、卵の先端部のように湾曲してい
る。
【００４７】
　本発明はまた、手の示指、中指及び環指における爪の先端から第二関節までを屈曲させ
る筋力を増強するのと同時に、手のひらのつぼを刺激する方法であって、手のひらと対向
する平坦な面に複数の突起部が設けられた本発明の筋力を増強する器具１ｃを、５本指で
把持して手の示指、中指及び環指の第一及び第二関節を屈曲し、これら３本の指の末節で
前記器具の弾性体部を前記３本の指の基節に向けて押圧し、その際同時に手のひらが複数
の突起部で押圧されることを含む方法を提供する。
　該方法は、上記の手の示指、中指及び環指における爪の先端から第二関節までを屈曲さ
せる筋力を増強する方法と同様の操作を行うだけで、手の示指、中指及び環指における爪
の先端から第二関節までを屈曲させる筋力を増強するのと同時に、手のひらのつぼを刺激
することができる。
　また、該方法においても、手の示指、中指及び環指は、第三関節における屈曲は妨げら
れる。
【００４８】
　上述の筋力を増強するのと同時に、手のひらのつぼを刺激する器具１ｃは、図５の（Ａ
）及び（Ｂ）で示されるのと同じようにして使用することができる。
　また、本発明の筋力を増強するのと同時に、手のひらのつぼを刺激する器具１ｃを用い
て押圧する際の使用法も図６で説明することができる。
　即ち、図６の（Ａ）及び（Ｂ）に従って、器具１ｃを押圧することにより、手のひらと
対向する平坦な面に形成された突起部により手のひらのつぼが刺激されることになる。
【実施例】
【００４９】
　本発明の実施例を図面に基づいて説明する。
　尚、実施例中に記載された硬度は、ＪＩＳ　Ｋ　６２５３に準拠して、タイプＥデュロ
メータを使用して測定した値を示す。
実施例１
　実施例１の器具１ａを図１に示した。ここで、（Ａ）は、実施例１の器具１ａの斜視図
を示し、（Ｂ）は、実施例１の器具１ａを背面側から見た図を示し、（Ｃ）は、実施例１
の器具１ａの側面図を示す。
　器具１ａは、硬度Ｅ４１±５の発泡ポリウレタン（弾性体）で一体的に構成され、その
大きさは、幅（最大）６．０ｃｍ、長さ８．０ｃｍであり、突条の第一凸部５（長さ６ｃ
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ｍ、幅１．０ｃｍ、弾性体の厚さ２．５ｃｍ）、台形形状の第二凸部６（長さ６ｃｍ、幅
６ｃｍ、弾性体の厚さ３．０ｃｍ）及び溝部７（長さ６ｃｍ、幅１．０ｃｍ、弾性体の厚
さ２．０ｃｍ）を有し、手のひらの中央部方向の形状３は、卵の先端部のように湾曲して
いる。
　また、背面部における手のひらと対向する部分２には、手のツボを押圧するための複数
の突起部８が設けられており、前記複数の突起部は、１０ｃｍ2当り５個の割合で形成さ
れ、各突起部は、底面の直径が１０ｍｍで頂角が９０度であり頂点部が多少丸みを帯びた
曲面となる直円錐となっている。
【００５０】
　実施例１の器具１ａは、該器具の背面部２を手のひらに載せ、５本指で把持して屈曲す
ることにより、手のひらを複数の突起部で押圧するものである。
　手のひらのつぼが刺激される限りにおいて、前記の器具の握り方は特に限定されるもの
ではないが、手の指の何れかを器具１ａの溝部７に掛けて握るのが、強く握った際にも手
の中の器具１ａがずれ難いという点で好ましい。
　例えば、図３（Ａ）で示されるように、器具１ａの溝部７に手の母指を掛けて把持して
屈曲することにより、握り心地が良く且つ効率的に手のひらのツボを刺激することができ
、図３（Ｂ）で示されるように、器具１ａの溝部７に手の小指を掛けて把持して屈曲する
ことにより、握り心地が良く且つ効率的に手のひらのツボを刺激することができ、図４（
Ａ）で示されるように、器具１ａの溝部７に手の示指を掛けて把持して屈曲することによ
り、握り心地が良く且つ効率的に手のひらのツボを刺激することができ、図４（Ｂで示さ
れるように、器具１ａの溝部７に手の環指を掛けて把持して屈曲することにより、握り心
地が良く且つ効率的に手のひらのツボを刺激することができる。
【００５１】
実施例２
　実施例２の器具は、硬度Ｅ５４±５の発泡ポリウレタン（弾性体）で一体的に構成した
以外は、実施例１と同様にして製造した。
　従って、実施例２の器具は、実施例１の器具１ａと全く同じ外観及び形状を有する。
　実施例２の器具は、実施例１の器具１ａと同じ使用方法により、握り心地が良く且つ効
率的に手のひらのツボを刺激することができる。
【００５２】
実施例３
　実施例３の器具１ｂを図２に示した。ここで、（Ａ）は、実施例３の器具１ｂの斜視図
を示し、（Ｂ）は、実施例３の器具１ｂを平坦な面側から見た図を示し、（Ｃ）は、実施
例３の器具１ｂの側面図を示す。
　器具１ｂは、手の示指、中指及び環指の基節全体とこれらの基節から手のひらの少なく
とも中央部までに亘る範囲を占める大きさを有する一体成形された発泡ポリウレタン（弾
性体：硬度Ｅ５４±５）からなり、手の示指、中指及び環指の基節から手のひらの少なく
とも中央部までに亘る部位又はその部位の大部分と対向する平坦な面９と、該器具を手の
５本指で把持した際、手の示指、中指及び環指の末節が接触する部位に形成された第一凸
部１２と、母指及び小指の末節が接触する部位に形成された第二凸部１３と、該第一凸部
及び該第二凸部との間に設けられた溝部１４とを有する。
　器具１ｂの大きさは、幅（最大）６．０ｃｍ、長さ８．０ｃｍであり、第一凸部１２（
長さ６ｃｍ、幅１．０ｃｍ、弾性体の厚さ２．５ｃｍ）、第二凸部１３（長さ６ｃｍ、幅
６ｃｍ、弾性体の厚さ３．０ｃｍ）及び溝部１４（長さ６ｃｍ、幅１．０ｃｍ、弾性体の
厚さ２．０ｃｍ）を有し、手のひらの中央部方向の形状１０は、卵の先端部のように湾曲
している。
【００５３】
　本発明の器具１ｂは、例えば、手のひらと対向する平坦な面９を手のひらに載せ、図５
の（Ａ）で示されるように、手の示指、中指及び環指の基節全体と手のひらの中央部を覆
う位置に移動させる（具体的には、器具の第一凸部１２が設けられた上端を手の示指、中
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指及び環指の第二関節の位置に合わせる）。次に、図５の（Ｂ）及び図６で示されるよう
に、母指と小指の末節を第二凸部１３上に載せて器具が動かないように固定し及び手の示
指、中指及び環指の末節を第一凸部１２上に載せる。この際、手の示指、中指及び環指は
、図７の（Ａ）で示されるような状態にあり、そして、図７の（Ｂ）に示されるように、
手の示指、中指及び環指の第一関節１６及び第二関節１７を屈曲し、これら３本の指の末
節１５で第一凸部１２を前記３本の指の基節１８の方向に押圧することにより、手の示指
、中指及び環指における爪の先端から第二関節１７までを屈曲させる筋力を増強させるこ
とができる。
　尚、上記の操作の際、手の示指、中指及び環指の第三関節１９は、図７の（Ａ）及び（
Ｂ）の何れの状態においても、手のひらと対向する平坦な面９の存在により、その屈曲が
妨げられて固定され、即ち、これらの指の基節１５から手の甲の少なくとも中央部までに
亘って、略平面姿勢が保持されることが分る。
【００５４】
実施例４
　実施例４の器具１ｃを図７に示した。ここで、（Ａ）は、実施例４の器具１ｃの斜視図
を示し、（Ｂ）は、実施例４の器具１ｃを平坦な面側から見た図を示し、（Ｃ）は、実施
例４の器具１ｃの側面図を示す。
　器具１ｃは、手の示指、中指及び環指の基節全体とこれらの基節から手のひらの少なく
とも中央部までに亘る範囲を占める大きさを有する一体成形された発泡ポリウレタン（弾
性体：硬度Ｅ５４±５）からなり、手の示指、中指及び環指の基節から手のひらの少なく
とも中央部までに亘る部位又はその部位の大部分と対向する平坦な面２０と、該器具を手
の５本指で把持した際、手の示指、中指及び環指の末節が接触する部位に形成された第一
凸部２２と、母指及び小指の末節が接触する部位に形成された第二凸部２３と、該第一凸
部及び該第二凸部との間に設けられた溝部２４とを有し、手のひらと対向する平坦な面２
０には、手のツボを押圧するための複数の突起部２５が設けられており、前記複数の突起
部は、１０ｃｍ2当り５個の割合で形成され、各突起部は、底面の直径が１０ｍｍで頂角
が９０度であり頂点部が多少丸みを帯びた曲面となる直円錐となっている。
　器具１ｃの大きさは、幅（最大）６．０ｃｍ、長さ８．０ｃｍであり、第一凸部２２（
長さ６ｃｍ、幅１．０ｃｍ、弾性体の厚さ２．５ｃｍ）、第二凸部２３（長さ６ｃｍ、幅
６ｃｍ、弾性体の厚さ３．０ｃｍ）及び溝部２４（長さ６ｃｍ、幅１．０ｃｍ、弾性体の
厚さ２．０ｃｍ）を有し、手のひらの中央部方向の形状２１は、卵の先端部のように湾曲
している。
【００５５】
　器具１ｃは、図５及び６で示される通りに、実施例３の器具１ｂと同様の方法で使用す
るだけで、手の示指、中指及び環指における爪の先端から第二関節までを屈曲させる筋力
を増強するのと同時に、手のひらのつぼを刺激することができる。
【００５６】
参考例１
　参考例１の器具１ｄを図８に示した。ここで、（Ａ）は、器具１ｄの斜視図を示し、（
Ｂ）は、器具１ｄを下から見た図（背面部３１及び突起部３２の形状）を示し、（Ｃ）は
、器具１ｄの横断面図を示す。
　即ち、器具１ｄは、弾性体で一体的に構成され、手のひらと接する背面部３１と、にぎ
りやすい湾曲した形状の側周部３０と、５本の指の末節により把持される正面部とを有し
、
前記背面部３１は手のひらの面に倣う曲面であり、該曲面の手のひらと対向する部分には
、手のツボを押圧するための複数の突起部３２が設けられ、前記正面部には、該器具を手
の５本指で把持した際、手の示指、中指及び環指の末節が接触する３つの部位にそれぞれ
形成された内凸部２６、中凸部２７及び外凸部２８と、母指及び小指の末節が接触する部
位に形成された下凸部２９とが形成され、内凸部２６、中凸部２７及び外凸部２８は各々
離れて存在する。
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【００５７】
　器具１ｄは、一体成形された硬度がＥ４４±５の弾性体（発泡ポリウレタン）からなり
、凸部を取り除いた厚さは、最も厚くなる部分で２．６ｃｍ、最も薄くなる部分で１．２
ｃｍであり、複数の突起部３２（突起：径３ｍｍ、長さ２ｍｍ、手のひらの中心に１つの
突起を形成し、該突起を取り囲むように８個の突起を均等に且つ円形に配置し、該８個の
突起を取り囲むように１６個の突起を均等に且つ円形に配置し、更に、該１６個の突起を
取り囲むように１６個の突起を均等に且つ円形に配置する。）が直径４ｃｍの円内に形成
された、手のひらに接触する背面部３１（幅（最大）７ｃｍ、長さ８．２ｃｍ）、内凸部
２０（直径１．５ｃｍ、凸部が形成されていない基面からの高さ０．６ｃｍ）、中凸部２
１（直径１．５ｃｍ、凸部が形成されていない基面からの高さ０．６ｃｍ）、外凸部２２
（直径１．５ｃｍ、凸部が形成されていない基面からの高さ０．６ｃｍ）及び下凸部２３
（最も高くなった部位の凸部が形成されていない基面からの高さ：１ｃｍ）を有し、手の
ひらの中央部方向の形状は、卵の先端部のように湾曲している。
　参考例１の器具１ｄは、実施例１の器具１ａと同じ使用方法により、握り心地が良く且
つ効率的に手のひらのツボを刺激することができる。
【００５８】
参考例２
　参考例２の器具は、硬度Ｅ５８±５の発泡ポリウレタン（弾性体）で一体的に構成した
以外は、参考例１の器具１ｄと同様にして製造した。
　従って、参考例２の器具は、参考例１の器具１ｄと全く同じ外観及び形状を有する。
　該器具は、比較的筋力が強いアスリート等に適した器具である。
　参考例２の器具も実施例１の器具１ａと同じ使用方法により、握り心地が良く且つ効率
的に手のひらのツボを刺激することができる。
【符号の説明】
【００５９】
１ａ：実施例１の器具
１ｂ：実施例３の器具
１ｃ：実施例４の器具
１ｄ：参考例１の器具
２、３１：背面部
３、３０：側周部
４：正面部
９、２０：手のひらと対向する平坦な面
１０、２１：手のひらの少なくとも中央部と対向する部位
５、１２、２２：第一凸部
６、１３、２３：第二凸部
７、１４、２４：溝部
８、２５、３２：突起部
２６：内凸部
２７：中凸部
２８：外凸部
２９：下凸部
１５：末節
１６：第一関節
１７：第二関節
１８：基節
１９：第三関節
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